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現 行 （令和２年４月１日以降適用） 今 回 改 正 （令和３年４月1日以降適用） 適用 

工事技術的難易度評価実施要領 

 

（趣旨） 

第１ 本要領は、県土整備部が所掌する県営建設工事において、総合評価落札方

式条件付一般競争入札を適用する工事の工事技術的難易度及び技術評価型

の適用に関し、必要な事項を定める。 

 

（対象工事） 

第２ 評価対象工事は、原則として設計金額 250 万円を超えるかつ県営建設工

事種別中「土木工事」、「舗装工事」、「鋼橋上部工事」、「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

工事」、「法面処理工事」、「建築一式工事」、「電気設備工事」、「管設備工事」

に該当する工事とする。 

 

 

（評価者） 

第３ 評価者は、原則として「担当課長級」の職にあるもので、工事担当部長等

が指名するものとする。 

 

（評価の方法） 

第４ 評価は、原則として当該工事担当の「総括（主任）主査」及び「担当者」

の意見を踏まえて、評価者が行うものとする。 

２ 評価は、工事施工において事前に確認した事項に基づき的確かつ公正に実

施し、様式第1－1「工事技術的難易度評価表」（土木系工事（港湾工事を除

く）、様式第1－2「工事技術的難易度評価表」（土木系工事（港湾工事）、様

式第 1－3「工事技術的難易度評価表」（建築系工事（建築工事））又は様式

第1－4「工事技術的難易度評価表」（建築系工事（電気設備・機械設備工事））

に記録するものとする。 

３ 前項の評価は、別紙 1－1、別紙 1－2、別紙 1－3 の工事技術的難易度評

価手順の方法により行うものとする。 

 

（評価結果の報告） 

第５ 評価者は、評価を行ったときは、工事技術的難易度評価表を工事担当部長

工事技術的難易度評価実施要領 

  

（趣旨） 

第１ 本要領は、県土整備部が所掌する県営建設工事において、総合評価落札方

式条件付一般競争入札を適用する工事の工事技術的難易度及び技術評価型

の適用に関し、必要な事項を定める。 

 

（対象工事） 

第２ 評価対象工事は、原則として設計金額３千250万円以上の工事、又は３千

万円未満で工事担当課等の長が必要と認めた工事のうち、を超えるかつ県営

建設工事種別中「土木工事」、「舗装工事」、「鋼橋上部工事」、「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ工事」、「法面処理工事」、「建築一式工事」、「電気設備工事」、「管設備

工事」に該当する工事とする。 

 

（評価者） 

第３ 評価者は、原則として「担当課長級」の職にあるもので、工事担当部長等

が指名するものとする。 

 

（評価の方法） 

第４ 評価は、原則として当該工事担当の「総括（主任）主査」及び「担当者」

の意見を踏まえて、評価者が行うものとする。 

２ 評価は、工事施工において事前に確認した事項に基づき的確かつ公正に実

施し、様式第1－1「工事技術的難易度評価表」（土木系工事（港湾工事を除

く）、様式第1－2「工事技術的難易度評価表」（土木系工事（港湾工事）、様

式第 1－3「工事技術的難易度評価表」（建築系工事（建築工事））又は様式

第1－4「工事技術的難易度評価表」（建築系工事（電気設備・機械設備工事））

に記録するものとする。 

３ 前項の評価は、別紙 1－1、別紙 1－2、別紙 1－3 の工事技術的難易度評

価手順の方法により行うものとする。 

 

（評価結果の報告） 

第５ 評価者は、評価を行ったときは、工事技術的難易度評価表を工事担当部長
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現 行 （令和２年４月１日以降適用） 今 回 改 正 （令和３年４月1日以降適用） 適用 

等に報告するものとする。 

 

附 則 （平成23年4月12日建技第26号） 
この要領は平成23年7月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

附 則 （平成25年6月28日建技第212号） 
この要領は平成25年8月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

附 則 （令和２年３月18日建技第722号） 
この要領は令和２年４月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

 

 

 

 

別紙１～４（略） 
 

別紙５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等に報告するものとする。 

 

附 則 （平成23年4月12日建技第26号） 
この要領は平成23年7月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

附 則 （平成25年6月28日建技第212号） 
この要領は平成25年8月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

附 則 （令和２年３月18日建技第722号） 
この要領は令和２年４月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

附 則 （令和３年３月 日建技第 号） 
この要領は令和３年４月1日以後に公告を行う工事から適用する。 

 
別紙１～４（略） 
 

別紙５ 
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的難易度
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原則簡易

２型を適

用。 
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現 行 （令和２年４月１日以降適用） 今 回 改 正 （令和３年４月1日以降適用） 適用 

様式第１（略） 
 
 
参考１ 総合評価落札方式条件付一般競争入札 工事技術的難易度評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１（略） 
 
 
参考１ 総合評価落札方式条件付一般競争入札 工事技術的難易度評価フロー 

（設計額３千万円以上の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１を

設計額３

千万円以

上の場合

のフロー

として修

正。 
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現 行 （令和２年４月１日以降適用） 今 回 改 正 （令和３年４月1日以降適用） 適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 総合評価落札方式条件付一般競争入札 工事技術的難易度評価フロー 
（設計額３千万円未満の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２と

して設計

額３千万

円未満の

場合のフ

ローを追

加。 
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現 行 （令和２年４月１日以降適用） 今 回 改 正 （令和３年４月1日以降適用） 適用 

参考２ 総合評価落札方式条件付一般競争入札 評価様式選定フロー 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考３２ 総合評価落札方式条件付一般競争入札 評価様式選定フロー 番号を修

正。 

 


